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高知県農福連携認証取得支援事業費補助金交付事業 Q&A

Q1 ノウフクJASを取得するために、講習会に参加することや、申請に向けての支援を受けたいが、

補助対象となるか。

A 認証機関が実施する講習会の受講費用等は対象外としています。ノウフクJASを既に取得し

ている事業所（者）等をアドバイザーとして招聘するなど工賃等向上アドバイザー事業を活用

してください。

Q2 補助金を申請し、ノウフクJASの取得ができなかった場合も、補助金の対象となるか。

また再審査に係る経費も補助対象となるか。

A ノウフクJASを取得できなかった場合は補助金は交付できません。その場合は、補助金交付中

止承認申請書を提出してください。再審査に係る経費については認証を取得できた場合に補助対

象とします。

Q3 複数の認証取得について一度に補助申請をすることは可能か。また、その場合の補助限度額はど

うなるか。

A 複数の認証取得について一度に補助金交付申請をすることは可能です。その場合の補助限度額

は１認証ごとです。ただし、一度に実地審査を受けた場合の旅費等の共通経費は均等割としま

す。

Q4 生産活動を行っている就労移行支援事業所、生活介護事業所、地域活動支援センターは対象とな

らないのか。

A 対象としていません。

Q5 いつまでに認証を取得する必要があるか。

A 令和７年３月31日までに認証を取得してください。

Q6 多機能型事業所において就労継続支援A型の利用者と就労継続支援B型の利用者が一緒に生産行

程に携わっている同じ品目について認証取得をする場合、それぞれのサービスごとに申請する必

要があるか。

A 認証ごとの補助金交付のため、ご質問の場合は、別々に申請する必要はありません。同じ品目

であっても利用者が別々に生産行程に携わっている場合は、別々に申請することは可能です。
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Q7 県が補助金交付申請書を受け付けた後、交付決定までの期間は、およそどれくらいかかるのか。

A 交付申請書の補正箇所の有無等により、交付決定までに要する時間が変わってくるため、期間を

一概に示すことは難しいですが、仮に、受け付けた交付申請書に補正の必要が無く、要綱の要件

等を順守しているものであれば、交付申請書受付後、１週間から10日程度で交付決定します。

【本事業に関する問い合わせ先】

高知県子ども・福祉政策部障害保健支援課

就労支援担当 蒲原・田渕

tel:088-823-9560 fax:088-823-9260

mail:060801@ken.pref.kochi.lg.jp


